
　

《一時保育サービスについて》
　

　　保護者及び同居の親族が仕事、病気、介護、用事などの理由により、一時的にご家庭

で保育できない場合、お子様を保育所でお預かりいたします。

　○利用時間…概ね午前８時３０分頃から午後５時３０分頃まで

　○受入年齢…認可保育所は満３～１０ケ月から未就学児童まで

　　　　　　　　　　認定こども園は満１歳から未就学児童まで

　○利用料金…１日概ね２，０００円（乳児の場合の割増や給食代等が別途負担のところ有り）

　○利用方法…事前に申し込みと面接が必要ですので、実施保育所へ問い合わせください。
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若松第一保育園 日新町１６－３６ 　２７－９２７１

若松第二保育園 中央二丁目６－２８ 　２４－９２７２

若松第三保育園 城前９－６ 　２７－１４７９

のぞみ保育園 中町３－２０ 　２６－３５５５

つるが保育園 居合町８－４８ 　２４－６３３４

会津婦人会保育園 山鹿町４－３７ 　２７－１６４７

南町保育園 南花畑２－７ 　２７－１９６５

どんぐり山保育園 門田町大字黒岩字大坪６８－１ 　２８－０７７２

博愛園 本町８－４０ 　２７－３６３６


